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医療情報ネット（ナビイ）への掲載方法について 

2025.2.17作成 

 

厚生労働省が運営する医療機関等情報支援システム（G-MISじーみす）にログインし、医療機能情報提

供制度の定期報告（随時報告、新規報告）の中で「電子処方箋を可能」と登録して報告を行う必要があり

ます。報告を県が確認完了の処理をすると、医療情報ネットへ反映されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 １ G-MISにログイン後、G-MIS→緑色の医療機能情報提供制度と進みます。 

   G-MISログイン URL：https://www.med-login.mhlw.go.jp/s/login/ 

   開いた画面の表示により、報告の種別が異なります。 

 

   ・新規報告が青く表示された場合→ ２へ 

   ・定期報告と随時報告が青く表示された場合→ ３へ 

   ・随時報告が青く表示された場合→ ４へ 

 

 ２ 新規報告が青く表示されている場合   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新規報告が終了していないため、新規報告が必要です。 

 新規報告をクリックし、表の一番上、基本情報から順に入力します。 

   基本情報を登録すると、入力が必要な項目は、表の下の方もグレーアウトが青字の「入力」に変わ

ります。青字の「入力」はすべて開いて登録が必要です。 

G-MISにログインするために、厚生労働省から指定されたユーザ名（アルファベットや数字で８桁

の ID）が必要です。 

IDが御不明な場合は、県医療整備課にお問い合わせください。 

 パスワードが御不明な場合は、ログイン画面から再設定できます。 

https://www.med-login.mhlw.go.jp/s/login
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   電子処方箋の項目は、「２（１）診療内容、提供保健、医療、介護サービス」の中にありますので、

「可能」を選択して登録をしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  すべて入力が完了しましたら、右上の青字の「報告」をクリックして終了です。 

  県が「確認完了」の処理をして、半日程度で医療情報ネットに反映されます。 
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３ 定期報告と随時報告が青く表示されている場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度の定期報告が終了していないため、定期報告が必要です。 

定期報告をクリックし、２の新規報告の入力と同様に登録をお願いします。 

定期報告の場合は、以前の報告が表示されますので、新しい情報に修正します。修正の必要がなく

ても、開いて登録が必要です。すべて入力完了となりましたら、右上の青字の報告をクリックして終

了です。 

   県が「確認完了」の処理をして、半日程度で医療情報ネットに反映されます。 

 

  



 

4 

 

４ 随時報告が青く表示されている場合 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   令和６年度の定期報告は終了しているため、随時報告が必要です。 

   右上の青字の「報告項目切替」をクリックすると、表の全体が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

表の中ほどの「２（１）診療内容、提供保健・医療・介護サービス」の右側の入力をクリックしま

す。少し下にスクロールすると電子処方箋の項目がありますので、「可能」を選択し、登録してくだ

さい。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

右上の青字の「報告」をクリックしたら、終了です。 

   県が「確認完了」の処理をすると、半日程度で医療情報ネットに反映されます。 


